
 

 

人材開発支援助成金は、事業主が雇用する労働者に対して訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃

金の一部を助成する制度です。「事業展開等リスキリング支援コース」では、新たな事業の立ち上げなど事業展

開等に伴い必要となる知識および技術を習得させるための訓練を助成の対象にしています。 

                                    
 

 

 

 

 

◆雇用情勢［令和7年４月（５月30日公表）］ 

 有効求人数・・2,290人   有効求職者数・・1,917人   有効求人倍率・・1.19倍（原数値）   

   有効求職者数が前年同月比 0.2％減少、有効求人数は同比 3.7％の減少となりました。 

有効求人倍率は前年同月を0.05ポイント下回りました。求人が求職を上回って推移しているものの、求人の動きに足踏

み感があり、改善の動きに弱さが見られます。物価上昇が雇用に与える影響に注意する必要があります。 

   ［参考］  全国の有効求人倍率 1.26倍（季節調整値） 県内の有効求人倍率は 1.44倍（季節調整値） 
※詳細は 富山労働局ホームページ（https://jsite.mhlw.go.jp/toyama-roudoukyoku/）をご覧ください。 
 

◆６月は「外国人雇用啓発月間」です。          

知って、守って、みんなで活躍～外国人雇用はルールを守って適正に～ 

★外国人を雇用している事業主の皆さん 守るべき雇用ルールをいま一度チェックして 

みましょう。 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

◆新規事業展開やＤＸ推進等の人材育成に「人材開発支援助成金」が活用できます 

   

  

 

 

                                                  

●対象者  事業主：雇用保険適用事業所の事業主          

労働者：雇用保険被保険者              助成金の詳細はこちら→     

●訓練    ➀ 訓練時間数が１０時間以上であること 

➁ ＯＦＦ－ＪＴ（企業の事業活動と区別して行われる訓練）であること 

➂ 職務に関連した訓練で、以下のいずれかに該当する訓練であること 

  

  
    
 

 

◆高年齢者・障害者雇用状況報告の提出にご協力ください。 

「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第５２条第１項」「障害者の雇用の促進等に関する法律第４３条第７項」

に基づき、６月１日現在の「高年齢者」および「障害者」の雇用状況を、管轄のハローワークを経由して厚生労働大臣

に報告することが事業主に対して法律で義務づけられております。 

対象となる事業主の方は、７月１5日(火)まで の提出にご協力ください。                                                         

郵送・持参のほか電子申請でも提出が可能です。ぜひご利用ください。 

 

ハローワーク砺波 

〒939-1363 砺波市太郎丸1丁目2－5 

  TEL 0763-32-2914 

 小矢部出張所 

〒93２-8508 小矢部市綾子５１８５ 

TEL 0766-67-0310 

ハローワークとなみ 

からのお知らせ 

 

令和7年6月  （令和7年度 第3号） 

 

☑国籍で差別しない公平な採用選考を行っていますか？ 

☑労働法令を守り、労働・社会保険に入っていますか？ 

☑日本語教育や生活上・職務上の相談に配慮していますか？ 

☑安易な解雇はしていませんか？ 

☑外国人の雇い入れ・離職時にハローワークへ外国人雇用状況の 

届出を出していますか？ 

報告対象となる事業主の方へは、５

月下旬に書類を郵送しています。 

 

事業展開等リスキリング支援コース 

ｉ．企業において事業展開を行うにあたり新たな分野で必要となる専門的な知識および技能の習得をさせるための訓練

ⅱ．事業展開は行わないが、事業主において企業内のデジタル・デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）化やグ 

リーン・カーボンニュートラル化を進めるにあたり、これに関連する業務に従事させる上で必要となる専門的な 

知識及び技能の習得をさせるための訓練。 

 

 

 

 

https://jsite.mhlw.go.jp/toyama-roudoukyoku/

